
○ 直投型ディスポーザーの活用により、下水道を通じて生ごみを資源として集約することが可能。
○ 少子化・高齢化社会を迎える中、住民生活の利便性に貢献。
○ 国土交通省では、歌登町での社会実験結果等を踏まえ、平成17年に「ディスポーザー導入時の
影響判定の考え方」を公表。

直接投入型ディスポーザーの設置を認める市町村（H31.4時点）
【北海道】帯広市、滝川市、砂川市、奈井江町、栗山町、浦臼町、
沼田町、増毛町、興部町、むかわ町、音更町、更別村、陸別町、
浦幌町、標茶町
【青森県】十和田市 【群馬県】伊勢崎市
【神奈川県】秦野市 【新潟県】南魚沼市
【富山県】魚津市、黒部市 【岐阜県】岐阜市
【静岡県】藤枝市

○処理槽付ディスポーザー：生ゴミを水と共に粉砕処理し、後
段で粉砕物を専用の排水処理槽で処理した後、下水道に流
すシステム 【全国626団体】
○直接投入型ディスポーザー：生ゴミを水と共に粉砕処理し、
粉砕物をそのまま下水道に流すシステム
【全国23団体】

＜社会実験の結果概要＞
実施者：建設省（国土交通省）、北海道、歌登町
実施時期：平成12年～15年
実施地域：北海道歌登町（現枝幸町）の町営

団地、一般戸建て住宅、町営宿泊
施設を対象に約300台のディスポー
ザーを設置。

＜実験結果＞

→【結論】下水道として決定的に問題があるというこ
とは確認できなかった。

対象施設等 影響

１ 排水設備 屋外設備や宅内ますでの閉塞は無し。

２ 下水道管渠 堆積箇所がやや増加したが問題ないレベ
ル。（閉塞率１％未満のごく軽微な堆積）

３ 下水処理施
設

流入水質についてはSS、BODが若干増加
したが、処理水質への影響は見られず。汚
泥量は若干増加傾向が見られた。

４ 町民生活 約７割程度の利用者が、利便性の向上・衛
生面の改善効果を感じたと回答。

地方公共団体における設置不認容の主な理由
（ヒアリング結果）
・下水道管渠の閉塞や終末処理場への負荷増大の懸念
・河川水質悪化への懸念（合流式の多い大都市部にて、雨水
吐口からのディスポーザー由来夾雑物の流出）
・モラル低下への懸念（下水道への投入禁止物の投入誘因）

ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入
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○ 直投型ディスポーザーの設置を認めている23団体に対して、➀装置の制度上の位置付け、②維
持管理基準、③性能指標の３点を調査。
① 21団体が下水道条例、規則、要綱で装置の設置を規定。
② 設置等の確認申請を22団体で実施。また、要綱等において、装置の維持管理に関する使用者
の責務・遵守事項を９団体が規定。
なお、18団体が直投型ディスポーザーを下水道条例・同規則・要綱等で排水設備として規定※１。
③ 設置可能な機種（基準）は、日本下水道協会の定めた性能基準（案）※２のシステム構成のうち、
ディスポーザ部の基準を引用して、各下水道管理者が基準として規定。

直投型ディスポーザーの制度について（令和元年12月）

➀制度上の位置付け

黒部市ディスポーザー設置要綱(
平成22年黒部市告示第10号)

第４条
（使用者の責務）
ディスポーザーの使用者は、デ
ィスポーザー機器の性能保持の
ため、１年に１回以上、維持管理
業者の保守点検を受けるよう努
めなければならない。

②維持管理基準

※１：標準下水道条例では、直投型ディスポーザーは規定されていない。
※２：「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」 (公社)日本下水道協会（平成25年３月）

③性能指標

根 拠 回答数

規
定
あ
り

条例・規
則・要綱

1

21
条例・規則 13

要綱 7

規定なし 2

基準 回答数

性能基準※２等に適合 22

電気用品安全法に適合 １
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